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１．有収水量及び使用料収入の予測  

（１）有収水量の予測 

経営戦略の改定に際し、処理区域内人口については「国立社会保障・人口問題研究所（以下、

社人研）」における人口推計の増減率を基に推計しました。　また、過年度の実績から一人当たり処

理水量等を設定し、年間有収水量を推計することとしました。 

■有収水量の予測のための前提条件 

 

＜参考＞社人研における将来人口予測 

 

 
●処理区域内人口 

人口推計（社人研）に基づき、行政区域人口及び処理区域内人口を推計しています。また、処理区

域内人口は各事業の処理区域ごとに算出しました。 

 

水洗化率（％）＝水洗化（接続）人口÷処理区域内人口 

水洗化率は過年度実績を基に人口推計にあわせて推移させました。 

 

年間有収水量（㎥）＝１人当たりの有収水量×水洗化（接続）人口 

直近の有収水量及び水洗化（接続）人口より、１人当たりの有収水量を算定し、推計を５か年平均

に基づき算出しています。

Ⅲ 今後の予測と経営の基本方針
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■行政人口および処理区域内人口、水洗化人口の将来予測　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有収水量の将来予測　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：㎥） 

 

（２）使用料収入の予測 

水洗化人口及び有収水量の予測に基づき、現状の使用料単価のまま推移した場合の使用料収入に

ついて試算を行いました。結果は以下の図表のとおり、使用料収入は減少傾向です。 

なお、予測に当たっては、本戦略計画期間の最終年度である令和１７（２０３５）年度までとしています。 
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■使用料収入の将来予測　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．投資及び投資財源の予測 

（１）投資の予測（全体） 

下水道事業では、安定的に下水処理を行うために下水道施設や管路の健全性を維持すること

が極めて重要です。また、人口減少や節水機器の普及等により、有収水量は将来的に減少するこ

とが予測されることから、改築・更新工事の実施に当たっては、老朽化の程度や緊急性を考慮して

実施する必要があります。なお、計画期間である令和８（２０２６）年度から令和１７（２０３５）年度ま

での１０年間における投資総額は約88億円と想定しています。 

■計画期間である令和１７（２０３５）年度の全体投資スケジュール　（単位：千円／税込み） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※なお、この表では全体投資スケジュールとして計画期間である令和１７（２０３５）年度掲載しています

が、各事業については計画期間後も継続して事業を行うこととします。 

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

31,000 23,000 0 60,000 10,000 0 0 15,000 60,000 10,000

管渠 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400

ポンプ場・処理場 521,000 443,000 577,000 509,000 171,000 424,000 406,000 549,000 483,000 208,000

管渠 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ポンプ場・処理場 15,000 23,000 85,000 73,000 17,000 43,000 29,000 64,000 80,000 20,000

90,000 18,000 130,000 160,000 160,000 170,000 200,000 200,000 200,000 200,000

64,000 57,600 51,840 46,656 41,000 37,795 34,012 30,610 27,549 24,794

15,610 15,499 15,726 15,612 15,612 15,650 15,625 15,629 15,635 15,641

911,010 754,499 1,033,966 1,038,668 589,012 864,845 859,037 1,048,639 1,040,584 652,835

計画策定改定（工事除く）

市街地雨水対策

その他工事

職員給与費（事務費含む）

合　計

改築更新

耐震化
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（２）主な投資事業別の予測 

主な投資事業別の目的、内容、本戦略の計画期間である令和１７（２０３５）年度までの事業の目

的及び事業費の合計は次のとおりです。 

 

❶各種計画策定・改定（事業費見込み：約２．１億円） 

●内容 
公共下水道事業の施設の老朽化対策、耐震化対策を実施するため、既存計画であるストックマ

ネジメント計画、総合地震対策計画を 5 年を目安に見直しを行います。 

 

❷老朽化対策（管渠・処理場・ポンプ場）（事業費見込み：約５０．4 億円） 

●内容 

既存の下水道施設の老朽化に対応するため、精密な施設調査を基に計画的な改築および更新を実

施し、長期的かつ安全な使用を確保する対策を講じます。詳細な調査診断に基づき、修繕改築計画を

作成し、緊急度の高い箇所について改築更新や必要な延命化対策を行います。 

なお、腐食環境下にある施設や最重要施設については、下水道法に基づき５年ごとに点検および調

査を実施し、その健全性を確認するものとします。 

 

❸耐震化対策（管渠・処理場・ポンプ場）（事業費見込み：約１４．5 億円） 

●内容 

大規模地震発生時における下水道機能の維持および早期復旧を図るため、下水道施設の耐震

化を計画的に実施します。具体的には、処理場、ポンプ場、管渠などの主要施設について、構造上

の耐震性能の評価を行い、被害リスクの高い箇所を抽出した上で、段階的な耐震補強や耐震構

造への更新を進めます。 

また、計画的な点検および調査を通じて耐震性能の継続的な確認を行い、災害時にも下水道サ

ービスが維持されるよう、施設の強靱化を図ります。 

 

❹市街地雨水対策（事業費見込み：約１５．3 億円） 

●内容 

集中豪雨や台風による家屋の浸水、道路冠水等の被害軽減を図ることを目的として、雨水幹線

の整備を実施します。 

 

❺その他工事（事業費見込み：約４．２億円） 

●内容 

下水道未普及地区の管渠の新設、公共汚水桝の設置を進め、生活環境の向上を図ります。 
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（３）投資財源の予測 

前述の通り、本計画期間における投資予測額は総額約６０億円となることが想定されます。 

投資に対する事業費は、国の社会資本整備総合交付金及び県からの補助金等を積極的に活用

する他、企業債等で実施する予定です。 

年度別の財源は次のとおり想定しています。 

■計画期間である令和１７（２０３５）年度までの年度別投資財源　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

 

企業債残高について、想定している起債活用で推移した場合には、今後一時的に増加します。投資

の平準化や起債抑制により減少させる見込みですが、改めて国や県の補助金を活用することにより、

起債発行の抑制を図れるか検討を進めていきます。なお、今後の投資拡大に伴い企業債償還金の増

加も予測されるため、企業債償還元金の確保に向けて、収益の一層の確保とともに、投資に係るコスト

の圧縮に努めます。現時点では、投資に対する一般会計からの繰入金の変動は考慮していません。 

 

 

 

３．組織の予測 

今後も現状の組織で事業運営を行うことを基本としています。 
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４．施設の見通し 

（１）下水道事業施設の現況 

本市の下水道事業施設については、概ね整備が完了しています。現在の整備率は、３事業合算

で約９６％となっており、今後は更新・改築に向けた取り組みを行います。本市では令和６（２０２４）

年度に「第２期鹿沼市下水道ストックマネジメント計画」を策定し、令和１１（２０２９）年度まで同計画

に基づき、更新及び耐震化対策を推進します。また、令和１２（２０３０）年度以降も「第３期鹿沼市下

水道ストックマネジメント計画」も予定しており、これらの計画を含め本経営戦略内に反映し、適正

な事業経営を目指します。 

各施設における現在までの経年の推移は以下の通りです。 

■管渠の推移 

 

■処理場の推移 
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【管渠について】 

公共下水道事業においては、令和４（２０２２）年度以降、耐用年数を超える管渠があります。更

新工事により令和５（２０２３）年度には老朽化率は減少しましたが、令和６（２０２４）年度には増加し

ています。今後も年数経過による老朽化は進むことから、更なる更新工事の取り組みが必要です。 

 

【処理場について】 

　３事業ともに、最新年度である令和６（２０２４）年度には、施設利用率の低下が見られます。しかし

公共下水道事業においては、最大稼働率が１００％を上回っていることから、季節需要や観光需要

等の一時利用状況を踏まえ、現状の能力を維持する必要があります。反対に、特定環境保全公共

下水道事業及び農業集落排水事業においては、最大稼働率の低下も見られることから、今後の動

向を加味し施設規模の適正化について検討する必要があります。 

 

（２）処理場・ポンプ場の見通し 

処理場については、最も年月が経過しているもので、黒川終末処理場が４９年を迎えようとして

います。しかし、すでに第１期ストックマネジメント計画の中でも各電気設備等について更新を進め

ておりますので、引き続き施設全体の状況を加味し更新していきます。 

各施設における現況は以下の通りです。 

■公共下水道施設の概要（経過年数は令和６（２０２４）年度が基準年） 

■農業集落排水施設の各地区の概要（経過年数は２０２４（令和６）年度が基準年） 
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（３）管渠の見通し 

管渠については、昭和３６（１９６１）年度から着工し、現在では約４６４，０８０ｍが整備済みとなっ

ています。管渠の標準耐用年数は５０年度とされており本計画期間内には、整備が増加し始めた昭

和４９（１９７４）年から昭和５９（１９８４）年までに延伸した管渠も耐用年数を迎えることとなります。 

また、次回経営戦略の計画期間に更新対象期間に入る昭和６１（１９８６）年以降は、整備が最も

進んだ時期であり、更新需要の高まりが予想されます。この期間に施設更新に対する資金を保有

しておく必要がありますので、本計画においては、将来的な更新費用も加味した予測を行います。 

■各年度整備延長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：ｍ） 

 

 

 

 

（４）施設の見通しまとめ 

 

❶（公共下水道）施設は長寿命化対策により処理能力を維持 

○現状と今後の対策 

公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業は供用開始から間もなく５０年を経過し、

現在、長寿命化計画となる「鹿沼市ストックマネジメント」計画を進行しているところです。 

処理場内の設備更新が今後集中することから、財源確保を進めるともに、予防保全により更新

時期の平準化を進める必要があります。 
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❷管渠は更新と耐震化に向けた対策が必要 

○現状と今後の対策 

管渠は最も古いもので、６０年を経過しています。 

管渠の標準耐用年数は５０年であり、本計画期間内に耐用年数を迎える管渠も多くあります。 

今後は管渠更新の計画を明確化する一方で、管渠の耐震化も国主導で進められていることか

ら、更新と耐震化をあわせて進める必要があります。 

 

 

❸農業集落排水事業 

○現状と今後の対策 

処理区域内人口は、今後も減少傾向にあることから、処理能力に余剰が出ることが想定されま

す。このことからも、処理能力の効率化に向けた対策を検討していく必要があります。 

他市町村では処理区域の統合などの手法が進められていることを踏まえ、経済優位性や持続優

位性を含めて検討していきます。 

 

 

 

５．予測を踏まえた現状の課題 

これまで行ってきた検証に基づき、課題を整理すると次のとおりとなります。 

 

○物価上昇に対する収益の確保と費用の削減 

○今後の投資に向けた財源の確保 

○継続性及び効率性を重視した投資計画の策定と進捗状況の検証 
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１．経営の基本方針と目標　 

【政策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口減少や高齢化の進行、節水機器の普及による下水道使用料収入の減少に加え、施設及び

設備の老朽化に伴う改築及び更新事業への投資の増加など、下水道事業を取り巻く経営環境が

厳しくなっています。このため現在は、第８次鹿沼市総合計画に掲げる「良質で安全安心な水循環

施設の整備」を行うため、主要施策である「経営安定化の推進」、「下水道処理施設や下水道管渠

等の耐震化・長寿命化の推進」、「雨水対策の実施による防災・減災の実施」を基本方針として、経

営戦略を改定しました。 

本戦略の計画期間は令和８（２０２６）年度から令和１７（２０３５）年度までとします。 

下水道事業では、管渠や処理施設、各種施設などの資産の健全性を維持することが、安定した

事業運営を行う上で重要です。しかし、投資事業には多額の資金が必要となるため、「投資試算」

（投資事業にかかる費用の見通し）と「財源試算」（下水道使用料収入など財源の見通し）のバラン

スを取らなければ、公共下水道事業の継続は困難です。　 

この投資事業に必要な財源を確保し、「投資試算」と「財源試算」の均衡を図るためには、徹底し

た公共下水道事業の効率化および健全化に取り組むことが求められます。具体的には、事業運営

に伴う経常費用を引き続き削減し、定期的に適正な使用料への見直し検討を行うことで、経営基

盤を強化すること、並びに施設や設備等への投資の最適化を図ることが重要です。 

そこで、この経営の基本方針を実現するために、具体的に次の３つの経営目標と３つの取組を設

定しました。  

Ⅳ 投資・財政計画
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■３つの経営目標 

 

本計画期間である令和１７（２０３５）年度までに全事業合算で経常収支比率１００％を維持します。 

 

 

本計画期間である令和１７（２０３５）年度までに全事業合算にて令和６（２０２４）年度実績の

95.57％からの増加および国の指標である経費回収率１００％を目指します。令和８（２０２６）年度

からの使用料改定により、使用料単価を１５０円まで引き上げることができるため、今後はこの水準

を維持し続けていくことが必要となります。 

 

 

本計画期間である令和１７（２０３５）年度までに全事業合算で令和６（２０２４）年度実績の

389,739千円からの減少を目指します。 

 

■３つの取組 

 

今後、本市における下水道事業の投資は、汚泥の共同処理等の共同化や広域化による経営の

効率化および長寿命化・耐震化対策を中心とします。そのため、予防保全を継続しながら長寿命

化対策を実施し、投資時期の集中による一時的な財政負担を避け、各種投資事業の優先順位を

考慮し、効率的に投資を行うことを目指します。 

また、補助金などの財源を活用することで、将来的な財政負担の軽減に努めます。 

 

 

５年ごとの経営戦略改定にあわせて、経常収支比率や経費回収率を含めた下水道使用料の検

証を行います。今後も継続して下水道使用料の検証を行い、経営への影響を確認します。 

 

 

日常の施設管理を適切に行い、施設の長寿命化を図るため、また、人口減少などの社会情勢の変

化に伴う新たな課題に柔軟に対応するために、日本下水道協会の研修等を活用しながら、知識の

定着を図ります。また、今後も職員の確保と育成に努めます。 
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２．投資・財政計画の計算根拠 

（１）収益的収支 

投資・財政計画の収益的収支（下水道施設等を維持管理するためにかかる収支）を推計するに

当たり、前章で示した予測に基づいて算出しています。経費である委託料等は今後の物価上昇を

見込んでいます。 

投資・財政計画は３０年間のシミュレーションを行い、このうち本戦略の計画期間である令和１７

（２０３５）年度までの１０年間分を掲載します。 

各シミュレーションにおいては、収益的収支のほかに経営目標（Ｐ４０）の進捗が把握しやすいよ

うに、指標となる経常収支比率と経費回収率を掲載しています。 

なお、計算根拠を明確にするため汚水処理費等もあわせて掲載しています。 

 

（２）資本的収支 

投資・財政計画の資本的収支（下水道施設等を改築及び更新するために要する収支）を推計す

るに当たり、前章で示した予測に基づき算出しています。 

収益的収支同様に、投資・財政計画は３０年間のシミュレーションを行い、このうち本戦略の計画

期間である令和１７（２０３５）年度までの１０年間分を掲載します。 

 

 

３．投資・財政計画（シミュレーション）　 

（１）現状予測に基づくシミュレーション 

今後の厳しい経営環境の中で目標達成に向けては、取組を明確にするとともに、今後経営に対

する管理をより一層厳格化する必要があります。 

そこでまず、今後の経営を見通すうえで、現状の予測に基づいたシミュレーションを行います。 
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【収益的収支】（全事業合算）　　　　　　　　　　　　　　　　　                              （単位：千円）

現行使用料でのシミュレーション
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【資本的収支】（全事業合算）　　　　　　　　　　　　　　　　　                               （単位：千円）
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【収益的収支】（公共下水道事業）　　　　　　　　　　　　　　                              （単位：千円）
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【資本的収支】（公共下水道事業）　　　　　　　　　　　　　　                               （単位：千円）
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（２）投資・財政計画の検討 

　現状の予測に基づいたシミュレーションを行った結果、目標値に対しての所見は次のとおりです。 

目標値❶経常収支比率１００％維持・・・達成 

目標値❷経費回収率１００％維持・・・令和１３（２０３１）年度以降、未達成 

目標値❸基準外繰入金の削減・・・達成  

投資の効率化や広域化への取組により、目標値❶の経常収支比率および目標値❸の基準外繰

入金の削減については実現可能ですが、❷の経費回収率については未達成となります。 

経費回収率については、汚水を処理するために必要な使用料収入を得られていないことになる

ため、使用料体系も踏まえ、見直しを行なっていくことが必要になります。 

このため、本戦略においては経費回収率の確実な達成に着眼して次のシミュレーションにて検証

を行います。 

 

シミュレーション条件 

目標：経費回収率１００％以上 

　　　　　使用料改定を令和１３（２０３１）年度に現行使用料から公共下水道事業および特定環境保全公

共下水道事業で平均５％の使用料改定 

　　　　　　　※現行条例上使用料（２０㎥）2,660円　→ 2,790円（税抜） 

　なお、上記は使用料収入及び他会計補助金以外は現状予測に基づくシミュレーションと同条件と

します。このため、収益的収支のみの掲載とします。 

また、農業集落排水事業については、単体で目標を達成できていることから、シミュレーションお

よび使用料改定の想定はなしとします。 
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【シミュレーションの検証】 

経費回収率１００％以上を確保するために使用料改定を想定しました。 

令和１３（２０３１）年度に現行の使用料から公共下水道事業および特定環境保全公共下水道事

業使用料を５％改定することで、目標達成となります。 

目標値❶経常収支比率１００％維持・・・達成 

目標値❷経費回収率１００％維持・・・達成 

目標値❸基準外繰入金の削減・・・達成  

上記の検証結果に基づき、本戦略期間における目標数値の達成が可能であると判断されました。 

今後、市民等への負担を考慮し、当市ではシミュレーションの結果を踏まえて投資・財政計画を

策定し、下水道事業の推進を図ります。 
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（３）投資・財政計画（収支計画）の策定について　 

❶収支計画のうち投資について 

収支計画には、主に次の取り組みに要する収入・支出を計上しています。 

○下水道ストックマネジメント支援制度等による施設管理・改築 

○耐震化および長寿命化における更新・更生工事 

○公共下水道の処理区域で行う未普及エリア解消の整備 

 

❷収支計画のうち財源について　 

【収益的収入】 

●使用料収入 

推計した有収水量を、現行の使用料体系に当てはめて算定した金額を見込んでいます。 

●補助金－他会計補助金 

総務省から発出される『地方公営企業繰出金について（通知）』の繰出基準に基づき算定した金

額等を見込んでいます。 

【資本的収入】 

●企業債 

建設改良費の財源のうち、国庫補助金以外の部分については、下水道事業債の発行を見込ん

でいます。事業単位での発行となり、取得する資産（施設）の耐用年数に応じた借入期間（～３０

年）を設定しています。 

●他会計補助金 

繰出基準に基づき算定した金額及び過年度に発行した下水道事業債の元金償還金に伴う収

支不足額を見込んでいます。 

●国（県）補助金 

国庫補助対象事業の建設改良費に対して、該当の補助率により金額を見込んでいます。 

 

❸収支計画のうち投資以外の経費についての説明　 

【収益的支出】 

●経費 

職員給与費や修繕費、委託料等、各年度の取り組みに必要となる費用について物価変動を考

慮しながら個別に積み上げて計上しています。 

●減価償却費（※長期前受金戻入額も同様） 
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令和6（2024）年度までに取得した資産（施設）分に加え、令和7（2025）年度以降に取得予定

の資産分を踏まえて算出しています。償却率は、施設の耐用年数（１０～５０年）に応じて設定し

ています。 

●支払利息 

令和6（2024）年度までに借入した下水道事業債の利子償還金に加え、令和7（2025）年度以

降に発行する分の償還金を見込んでいます。利率は、借入期間に応じて設定しています。 

【資本的支出】 

●企業債償還金 

令和6（2024）年度までに借入した下水道事業債等の元金償還金に加え、令和7（2025）年度

以降に発行する分の償還金を見込んでいます。 

 

（４）投資・財政計画（収支計画）における今後の取組概要　 

経営の基本方針の の実現に資するために

は、計画期間内に目標を達成する必要があります。 

令和8年1月の使用料改定に伴い、使用料収入については上昇することから、目標自体は達成

を予定しています。 

今後の状況に応じて改めて使用料改定の検討を行いますが、使用料改定が必要となった場合

は、市民等への詳細な説明が求められるため、最短でも使用料改定５年後の令和１３（２０３１）年度

を目途に「今後の取り組み」を実施いたします。 

具体的には経営の基本方針における目標達成や投資・財政計画の推進に向け、次のとおり活動

を実施します。 

❶本戦略の計画期間における目標値達成に向けた活動 

これまでに本市が整備した下水道施設への接続率向上に向け、市民等への周知および啓発活

動を実施いたします。 

なお、使用料改定の必要性が生じた場合には、市民等の負担軽減や本事業の持続可能性を前

提とし、社会情勢および経営環境の変化を考慮するとともに、原価計算等の結果を踏まえて慎重

に検討いたします。 

各経費については、物価上昇に伴い圧縮や削減が困難な状況となっているため、引き続き効率

的かつ効果的なコスト管理を意識し、可能な限りの費用削減に努めます。 

具体的には次の活動を推進します。 

１　安全・安心の下水道サービスの確保と恒常的な経費の縮減 

２　投資の平準化と補助金等の活用による投資財源の確保 
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３　充分な議論と検証に基づく使用料改定の検討 

 

また、経費については以下の点に留意して活動を行います。 

 

❷本戦略の計画期間における目標値達成に向けたロードマップ 

本戦略の計画期間における目標達成に向けて、以下に示すロードマップに基づいて施策を実施

いたします。経費削減に関しては、十分な検証を行った上で施設の統廃合や、使用料改定につい

ては、上下水道事業経営委員会において、検討・協議・実施・検証の一連の手順を踏んだ上で、令

和８（２０２６）年度以降、５年ごとに経営状況を考慮しながら検討を行うことといたします。 

■目標に向けたロードマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ロードマップに伴う目標値の推移 

 

 

 

 

 

 

 
○職員給与費 

下水道事業の計画を踏まえ、人事部局と職員配置について協議します。 

○動力費　 

動力費は主に各処理場で発生していることから、グリーン電力導入や機器更新の際には省エネ機

器の導入を検討します。 

○薬品費、修繕費、委託料等 

包括的な民間委託によりコストの削減に努めます。
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❸本戦略の計画期間における投資及び投資財源に対する取組及び検討 

本戦略の計画期間においては、施設の長寿命化対策を予定しています。 

また、今後の投資に向けては次の視点を含めて検討を行います。 

 

 

❹その他本戦略の計画期間における取組及び検討事項 

●弾力的な使用料改定に向けた原価計算の実施 

現在の経営環境の急速な変化に対応し、本事業を持続可能に運営することが求められています。

このため、財源としての使用料収入は極めて重要です。 

総務省では、地方公営企業の料金（使用料）について、「公正かつ妥当であり、能率的な経営下

における適正な原価を基礎としたものであり、地方公営企業の健全な運営を確保できる水準であ

るべき」と規定しており、計画的な料金水準（使用料）の改定を推奨しています。 

計画的な料金水準（使用料）の改定に関する留意事項として、総務省は以下の点を強調してい

ます。 

・社会情勢、経営環境の変化に応じて適切な料金となるよう、３年から５年以内の経営戦略の改定の 

際に料金水準等を検証し、必要な改定の検討を行うこと。その際、施設の老朽化の実態や経営の将 

来見通しについて住民や議会にわかりやすく公表し、議論すること。　 

・総括原価主義の原則に基づき、狭義の原価に事業報酬を加えた原価を基礎とすること。その際、経営改

善・合理化を一層徹底し、原価を極力抑制するとともに、特に水道事業や下水道事業など、将来にわたっ

て安定的に事業を継続する必要がある事業については、施設の計画的な更新の原資を確保するため、事

業報酬として必要な資産維持費を算定することを検討すること。　 

・人口減少等の経営環境の変化に対応するため、将来にわたり健全な経営を確保できる水準とするとともに、

料金体系（例えば、基本料金と従量料金の比率等）についても適切に配意すること。 

このため、本市においても原価計算による現状分析と今後の使用料改定に向けた検討及び議

論を進めます。 

 

●下水道事業の理解促進に向けた広報及び啓発活動 

下水道事業の理解を深めるため、下水道の機能と役割、適正利用（油類の流入防止、トイレット

ペーパー以外の物質の排除等）、および経営状況に関する市民等の理解向上を図る施策を展開

 
○今後の維持管理費用（ランニングコスト）の低減化 

○総務省が推進する広域化・共同化 

○ＰＰＰ／ＰＦＩの民間活力の活用 

○省エネルギー（脱炭素化）を目指した設備等の導入 

○国の推進する脱炭素化、省エネルギー、広域化等に対する補助金等の確保
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いたします。具体的には、市ホームページやＳＮＳなどの広報媒体の効果的活用、施設見学会の実

施、および積極的な広報・啓発活動を通じて、情報提供を行ってまいります。 

 

●人材の育成 

本市では、本戦略の計画期間中に多くの投資事業が予定されています。同時に、全国的に自治

体の技術職員が不足しているという課題があります。そのため、本市では、投資コストの効率化や

施設および設備の効率的運用を図るため、技術職員の確保と育成に一層取り組みます。 

 

❺その他今後の取組についての検討事項 

今後、本事業における検討事項は次のとおりとします。 

 
○管路更新及び維持管理に向けたウォーターＰＰＰの検討 

○各施設のダウンサイジング


